
 

八潮市ふるさと納税ワンストップ特例申請書の送付について 

ワンストップ特例制度を希望された方に対し、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しています

ので、下記のとおりご提出いただきますようお願いします。 

１．提出方法 

次の書類を同封の返信用封筒にてご返送ください。（簡易書留等を利用される際の郵便料金は自己負担となり

ます。） 

①寄附金税額控除に係る申告特例申請書 

裏面の記入例をご覧いただき、必要事項をご記入ください。 

なお、既に記入されている欄もありますので、内容をご確認ください。 

②個人番号（マイナンバー）に係る書類 

番号法の施行に伴い、平成２８年１月１日以降の寄附については、申告特例申請書に個人情報（マイナンバ

ー）を記載する事が必要となりました。なお、マイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認として、「番

号確認」と「身元（実在）確認」の２つが確認できるものを併せて送付いただく必要があります。 

 「個人番号カード」 

を持っている人 

「通知カード」 

を持っている人 

「個人番号カード」・「通知カード」 

のどちらも無い人 

個人番号確

認の書類 

個人番号カードの 

〔裏面〕のコピー 

通知カードのコピー 個人番号が記載された 

住民票の写し ※コピーでも可 

身元（実

在）確認の

書類 

個人番号カードの 

〔表面〕のコピー 

下記いずれかの身分証のコピー 

・運転免許証    ・運転経歴証明書 

・旅券（パスポート） 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・療育手帳     ・在留カード 

・特別永住者証明書 

※なお、上記書類が用意できない場合は、担

当までご連絡ください。 

下記いずれかの身分証のコピー 

・運転免許証    ・運転経歴証明書 

・旅券（パスポート） 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・療育手帳     ・在留カード 

・特別永住者証明書 

※なお、上記書類が用意できない場合は、担

当までご連絡ください。 

※ご提出いただいた個人番号及び本人確認書類につきましては、ワンストップ特例事務以外には使用いたしません。 

※記載誤りや上記本人確認が添付されていない場合には、ワンストップ特例制度をご利用いただけない場合がございま

すのでご注意ください。 

 

２．提出期限 

寄附をした翌年の１月１０日（必着） 

※期限を過ぎるとワンストップ特例制度が適用されませんので、ご注意ください。 

 

３．留意事項 

①住所変更など、申請書の記載内容に変更があった場合、寄附をした翌年の１月１０日（必着）までに「寄附

金税額控除に係る申告特例申請書変更届出書」を必ずご提出いただく必要がありますので、担当までご連絡

ください。 

②ワンストップ特例申請をされた方が、寄附対象年分の確定申告又は住民税申告をされた場合や、ワンストッ

プ特例の申請地方団体数が年間で５つを超えた場合は、ワンストップ特例の申請自体が無効となりますの

で、ご注意ください。 

 その場合、確定申告等の税務申告にて必ず寄附金控除の手続きも行ってください。 

 ※確定申告等を行う方は、この制度を利用することはできません。 

 ※同じ自治体に複数回寄附をしても１自治体と数えます。 

③ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減

が行われます。寄附をした翌年の６月以降に支払う個人住民税が軽減されます。 

④受付終了後、受付書をお送りいたします。 

 

※特例申請をされる方にも「寄附金受領証明書」を送付しております。 

 

【郵送・連絡先】 

                〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目 2番地 1 

八潮市役所 企画財政部企画経営課 企画経営担当 Tel：048-996-2111（内線 885） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

以下の点をご確認ください。 

項目 チェック欄 

１．入力されている氏名・住所等の確認 □ 

２．左上の日付欄に提出日（記入した日）を記入 □ 

３．「個人番号」欄に寄附者の個人番号（マイナンバー）を記入 □ 

４．「申告の特例の適用に関する事項」の 2か所にチェック（レ点）を記入 □ 

５．「個人番号確認の書類」と「身元（実在）確認の書類」のコピーを用意 □ 

６．申告特例申請書及び個人番号に係る書類を八潮市へ返送 □ 

 


